
長生保健所 【医療機関用 ２０２６年４月】

陰性

結果判明まで当日～翌日（状況によって遅れあり）

●患者へ結果説明
●発生届け出「検査確定例」への変更
●医療機関内での接触者調査を行います。

陽性

症状・問診から麻しんの感染を疑う → 院内感染対策の実施

麻しん（疑い）対応の流れ

□麻しん患者との接触がある
□他、麻しんを疑うに足りる理由がある
（海外渡航歴・感染地域への旅行歴がある等）

『患者を帰す前に』長生保健所 感染症担当にご連絡ください。
０４７５－２２－５１６６（平日 ８：３０～１７：００）
０４３－２２３－２５９５（上記時間以外：千葉県夜間休日緊急受付センター）

３兆候あり
ア 発熱
イ カタル症状
ウ 麻しんに
特徴的な発疹

３兆候なし

●発生届の提出（下記いずれかの方法）
FAX：０４７５－２４－３４１９
感染症サーベイランスシステムに入力

【行政検査】
●PCR用検体を採取し冷蔵（４℃）保存
①血液：EDTA管またはクエン酸入り採血管 ２～５㎖（ヘパリン入りは不可）
②咽頭ぬぐい液：滅菌綿棒で採取し密封できる滅菌スピッツに保存（細菌用容器は不可）
③尿：密封できる滅菌スピッツに１０～２０㎖

●必要書類の作成
①麻しん検査票
②問診票（保健所への情報提供の同意が得られた場合）
【民間検査等】
●IｇM抗体検査等の血清抗体価の測定（特定予防指針に基づく）

保健所職員による回収
①検体 ②必要書類

保健所から医療機関へ結果報告

●患者へ結果説明
●発生届の取り下げ

【医師から患者（保護者）へ伝えること】
●検体を採取し保健所で行政検査をすること
●保健所より連絡があること
●結果が出るまでは不要な外出を控えること
【院内対応】
●麻しん患者との接触者の把握
保健所のホームページから入力用エクセル
シートをダウンロードできます。

【保健所へ伝えること】
診断までの経過及び症状
ワクチン接種歴、接触歴、渡航歴等
＊問診票をご活用ください
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